
①申請期間は交付要件が満たされてから１年以内です。
②町税の納付その他債務の履行の遅延があれば交付できません。

返還規定がある補助金もありますのでお気をつけください。

詳しくは役場地域づくり推進課にお尋ねください。 【電話：82-1115】

いきいき定住促進条例

結婚したら
☑ 日南町に住民登録が済んでいる
☑ 日南町内に住んでいる
☑ 婚姻届を提出している
☑ 引き続き日南町に居住する意志がある

子どもが生まれた
ら

☑ 出生届を提出している
☑ 日南町に住民登録が済んでいる
☑ 日南町内に住んでいる

学校を卒業して3年
働いたら

☑ 日南町内に住んでいる新規学卒者だ
☑ 卒業してから5年以内だ
☑ 町内又は通勤できる町外の会社に働いて３年を

経過した

同居したら ５０歳未満
新規学卒者

☑ 町内の家族と同じ敷地内に同居した
☑ ５０歳未満だ
☑ 新規学卒者だ
☑ 同居して１年経過した
☑ 結婚祝金の交付を受けていない

転入して3年
働いたら

☑ 転入してきて日南町内に住んでいる
☑ 転入してから5年以内だ
☑ 60歳未満だ
☑ 日南町内又は通勤できる町外の会社に働いて

３年を経過した

県外から引っ越して
来たら

☑ 県外から転入してきた39歳以下だ
☑ 転入届を出してから2か月以内だ
☑ 結婚して10年以内または高校入学前の子どもが

いる
☑ 引き続き日南町に居住する意志がある

にちなん新生活応援奨励金

注意


